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アジアにおける生殖補助医療ということで、新興国での商業的代理出産についての最近
の動きや、それを受けての先進国での議論について述べます。

【ポスター1】
背景と目的です。
主として代理出産について見ていきたいと思います。代理出産はそれぞれの国でさまざ

まに規制されてきています。例えばヨーロッパでは、比較的厳しい態度が示されてきまし
た。ご承知のとおり、2000年代初頭にインドで商業的代理出産が合法化されたことをきっ
かけとして、新興国への代理出産ツーリズムが浸透してきました。

ただ、近年、ここ数年ですけども、
行き過ぎた商業化に対し、新興国でも
規制強化の動きが出てきています。そ
の一つの大きなきっかけになったの
が、大きく報道されましたけれども、
タイで、代理出産で生まれた子どもが
遺棄されたという事件があります。

最初、インドで規制が強化されまし
た。そして、タイでこの事件が起こり、
タイでも禁止。その後、メキシコやネ
パールやカンボジア等に流れていった
のですけれども、最終的に今年の秋ま
でに、これらの国で全部禁止になりま
して、カンボジアでも禁止ということ
になりました。

【ポスター2】
世界の他の国々ではどうなってい

るかということについて、先進国な
どでは一つの形として、商業的な実
施は違法にしているけれども、利他
的と言いますが、友人とか知人、親
族等が無償で応じるという形だけ例
外的に認めているものがあり、オー
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ストラリア、カナダ、イギリスで、香港等もそうです。
それから、もう一つは今ご紹介した新興国ですけれども、かつてはやっていたのですが、

外国人が押しかけ、その結果、全面禁止になったところがあり、ネパールなどがそうです。
あるいは、メキシコやタイでは、商業的…つまりビジネスを禁止し、利他的のみ容認する
ということで、外国人を排除することを意図したものになっています。

もう一つは、以前から全部禁止で、ドイツ、フランス、イタリア、中国、台湾等がその
ようになっています。

それから、合法の地域として、州により異なっていますがアメリカ、イスラエル、ある
いは東ヨーロッパの国々等があります。

【ポスター3】
カンボジアでは、隣の国のタイで禁

止になった前後、体外受精に関する
法律がないということで、タイに代
わる渡航先になっていました。しか
し、刑法の中に人身売買を禁止する
という条文があり、商業的代理出産
は人身売買に当たるという警告がカ
ンボジア政府によりなされていまし
た。そのように最初からグレーな状
況ではあったのですけれども、他に
行く先がないということで、いろい
ろな国から依頼者がやってきて、カ
ンボジアで代理出産を依頼していたということがあります。日本人エージェントによって、
日本人の依頼者も送り込まれていました。最終的には先ほど申し上げたように、今年の11
月に禁止されたという状況になっています。

【ポスター4】
ジョージアという国は東ヨーロッ

パにあります。ここでは、1997年以
来、代理出産が合法化されていて、当
初はヨーロッパ等から依頼者が来て
いましたが、近年は日本人依頼者も
送り込まれています。

法律で代理出産は合法化されてい
ます。ただし、グルジア正教会を中
心に代理出産への強硬な反対運動が
あって、規制法案も提出されていま
す。そのように、賛成派と反対派の間
で非常に政治的な論争があって、そ
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の中での一つの妥協案として、いろいろな細かなルール変更が行われています。その結果、
多数の依頼者が子どもを連れて帰れないというようなことも現地では起こっています。

【ポスター5】
ここでは先進国での議論というこ

とで、オーストラリアを紹介します。
オーストラリアは州によって異な

る規制法を持っています。ただ、ど
の州もある程度似通っていておおむ
ねビジネスでの代理出産は禁止され
ていて、利他的な形だけが例外的に
容認されているということです。

そのようなこともあって、国内で
はわずか十数件しか行われていなく
て、その何十倍ものニーズが海外で満
たされてきたということがあります。
そして、タイで起こった代理出産の遺棄事件というのはオーストラリア人依頼者が起こし
たもので、それをきっかけにオーストラリア国内で、代理出産をどう考えるべきか、議論
が起こっています。

一つの解決策としては、リスクがある海外に行くのではなく、国内で実施数を増やす、
その方法として有償での代理出産を認める、ということもあります。ここで有償と言って
いるのは、ビジネスにするという意味ではなく、きちんと代理母に対価を支払って依頼す
るという形です。

そのようなことで、オーストラリア国内での代理出産の規制について検討するため、連
邦政府によって調査研究が行われ、2016年の4月にレポートが公表されています。報告書
の内容からは、依然として商業的代理出産は禁止ということです。他には、オーストラリ
アの中で州によって規制が異なっているので、それを統一する必要性が述べられてます。さ
らには、どうしても国内では実施数は限られているので、海外に行かざるを得ないという
場合に、関係者の人権に考慮したうえ
で、きちんと実施している国を探すと
いうようなことが書かれております。

【ポスター6】
そして、もう一つは、先進国側の

代理出産の送り出し国として、イス
ラエルがよく知られています。ユダ
ヤ人国家ということで、生殖、子ど
もをつくるということは国民の義務
とされております。イスラエルでは
早い時期から有償での代理出産が認
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められてきたのですけれども、結婚している男女カップルにしか依頼することが認められ
てこなかったということがあります。

しかし、国民の家族形成のニーズは非常に高く、多くのイスラエル人のゲイカップルが
海外で商業的代理出産を依頼してきました。彼らは国内で代理出産を依頼することができ
ません。そして、近年、インドやタイなどで禁止になり、渡航できる国が少なくなって
きた結果、ゲイカップルが国内で代理出産を依頼できるようにして欲しいということで、
ロビー活動が活発化してきました。その結果、内閣が一旦承認したということはありまし
たけれども、その後、廃案になっています。一番大きな反対勢力としては、保守的な考え
方のユダヤ教ラビたちで、簡単にはいかないようです。

【ポスター7】
国際的な代理出産に関する議論も、

海外で行われています。
ハーグ国際私法会議、それから、

ヨーロッパヒト生殖会議、欧州議会
等で、国境を越えた代理出産につい
て調査研究が行われ、レポートが出
されています。

最近の欧州議会の動きとしては、
代理出産は女性の人権上問題があり、
禁止すべきであるということを決定
しています。しかし、ヨーロッパで
もイギリスのように利他的な代理出
産を認めている国や、あるいはドイツ、フランスのように完全に禁止している国等、さま
ざまに異なっており、調停するのは簡単ではありません。

【ポスター8】
先ほども述べましたように、ここ数年、新興国の中でも非常に大きな変化が見られました。
インドで規制が導入され、その後、

タイ、ネパール、メキシコ、カンボジ
アでも次々に禁止されています。と
はいえ、ビジネスは継続されており、
東南アジアでは、ラオスやミャンマー
で開始されています。これらの国では
体外受精についての法律がなく、タ
イなどから代理母を送り込んで実施
されるようになってきました。

一方、先進国では、先ほど見たよ
うに、オーストラリアやイスラエル
では国内での規制を緩和するかどう
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か、議論が出ていますが、実際のルール変更までには至っていません。

【ポスター9】
日本の状況は、ご承知のとおり、数

年前から法制化についての議論が見
られますけれども、今のところは目
立った進捗はしていません。その中
で、特に卵子提供を受ける日本人が
増え続けているということが知られ
ていますけれども、今のところ法整
備も含めて有効な対応策は取られて
いません。

海外では基礎的な調査研究プロ
ジェクトで国際的な代理出産につい
ての研究は進捗してきています。た
だ、代理出産についてのルールというのは、それぞれの国でさまざまに異なっています。
完全に禁止している国、法律で合法化している国、制限をつけて容認している国、などい
ろいろな要因が絡んでいて、国際的なコンセンサスを得ることは容易ではないという面が
あります。

また、法制度の導入だけでなく、それと並行して代理出産のプロセスで、代理母や子ど
もがどのような経験をしているかを知り、関係者の人権をどのように保護していくかを考
えることも重要であると思います。

今後、さらに国際的な調査研究を行うことで、多国間での対話や議論を進める一助にな
り得るのではないかと考えます。

質疑応答

座長：　タイトルとしてはアジアに焦点を当てられていますが、非常にグローバルにご覧
になられ、最後のまとめの中で秩序形成ということがありました。例えばそれは、
どういう観点でいろいろな国の実態を整理して、どんな秩序ということを描き出
せるといいとお考えになっていらっしゃるのでしょうか。もしあれば教えてくだ
さい。

日比野：　新興国に先進国の富裕な人たちが行って依頼するということは、貧しい女性の搾
取であるとか、いろいろな批判がありますので、そういった国々ではビジネスを禁
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止する、あるいは代理出産を全面禁止するというような動きが出てきています。
一方で、ハーグ国際会議などで行われている調査研究の一部は、国境を超えた代
理出産について、代理出産についての法律を世界共通にするということは難しい
ため、親子法を中心とした比較研究となっています。例えば、海外に行って代理
出産を依頼したとき、現地で子どもが生まれたあと、二国間の法律上の問題で、
依頼者の母国に子どもを連れて帰れないということがあります。こうしたトラブ
ルがたくさん起こっていますので、国境を超えた代理出産による親子関係をどう
つくるかということを現在、検討している状況で、生まれてくる子どもの福祉や
利益を中心に代理出産の秩序形成を考えていく、という動きがあると思います。


